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寺田議員提出資料

マイナンバーカードの普及促進に向けた取組について

資料５
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※（ ）内は令和４年１月１日時点の住基人口（125,927,902人）に対する割合

（H28～R1は年度当たりの平均値）

１か月当たりの
有効申請受付数
交付実施済数

令和４年
１０月３０日実績

申請：7,254万枚（約57.6％）
交付：6,425万枚（約51.0％）

マイナンバーカードの申請・交付状況
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国

市町村

カード交付体制の強化・確保

健康保険証利用申込
公金受取口座登録

ポイント開始

テレビCMやweb広告等各種媒体を用いた広報（カード、ポイント）

マイナポイント取得キャンペーン

企業、商業施設、ワクチン接種会場等での出張申請受付 等

マイナポイント第２弾の効果を最⼤限にするためには
この期間の申請促進が特に重要

カード
申請期限

令和４年度末

市町村窓口や携帯ショップ、コンビニ等でのマイナポイント取得支援

ＱＲコード付き申請
書の送付（２回目）

自治体への
個別の働きかけ

カード事務費補助⾦による補助（原則10/10）

出張申請受付
キャンペーン事業（500ヶ所） 携帯ショップにおける申請サポート

政府
広報

２

ＱＲコード付き
申請書の送付

（３回目）

カードの普及促進に向けたスケジュール イメージ

自治体マイナポイント事業



資料3-1 P.2「２．マイナンバーの利活⽤拡⼤を基礎とした社会保障制度等の充実」及び
P.3「（別紙）② マイナンバーに紐づいた所得等各種情報の充実」

【個⼈住⺠税の所得情報についての利活⽤と所得把握の早期化について】

○ 個⼈住⺠税の所得情報については、既にマイナンバーとの紐付けが⾏われており、番号法に基づく情報連携により、
当該税情報が各種社会保障制度（※）で利⽤されている。これにより、従前、申請者に提出を求めていた所得証明等の
提出が原則不要となるなど、国⺠・住⺠の利便性が向上している。
※ 健康保険、国民健康保険、児童手当、介護保険、職業訓練等において、利用者負担の決定や受給要件の確認等のために活用。

○ 所得情報の更なる利活⽤については、マイナンバーの活⽤事務の拡⼤に関する検討の中で、各種制度において、
どのような情報が必要であるか、所得情報を利⽤する関係省庁において整理し、検討すべきもの。

○ 所得把握の早期化については、各⽉に⽀払われる給与⽀払額に基づく源泉徴収を⾏っていない地⽅税の課税実務に
おいて、各⽉の給与⽀払情報等は必要としておらず、地⽅税における所得把握としては、進⾏中の年の各⽉の情報を
把握する仕組みを設けることは難しい。

【固定資産税情報とマイナンバーの紐付けについて】

○ 固定資産税の納税義務者情報のうちマイナンバーとの紐付けが未了のものについて、紐付けを推進することは、納税
義務者の死亡事実の早期把握による固定資産税の適切な課税や、現在検討している納税通知書の電⼦化にも資すると
考えている。

○ そのため、地⽅団体に紐付けを推進するよう通知を発出したほか、システム標準化においてもマイナンバーを固定
資産税システムに取り込む機能を要件化したところであり、引き続き、こうした取組みを進めていく。

民間議員からの提言に関する考え方
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